
リゾートトラスト株式会社 

第48回定時株主総会 質疑応答概要 

 

当社の第48回定時株主総会において、質疑応答の冒頭にご説明した、株主の皆様

のご関心が高いと思われる事項の概要について掲載いたします。また、その他の株主

の皆様の関心の高い事項についてのご説明の概要も掲載いたします。 

 

開催日時：2021年6月29日（火）午前10時 

開催場所：名古屋市中区錦一丁目19番30号 

     名古屋観光ホテル 3階「那古の間」 

 

 

【ご説明の概要】 

新型コロナウイルス感染症対策について 

１ ホテル＆リゾート本部の新型コロナウイルス感染症対策について 

 

夏以降は感染拡大も一旦落ちつく様をみせながら且つGotoトラベルの実施など

で、第Ⅲクオーターは、前年の稼働率や業績を大きく上回る流れとなっていきまし

た。 

昨年9月には新規ホテルとして、「横浜ベイコート倶楽部」、国内初の一般ラグ

ジュアリーホテルの「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」を開業させていただ

きました。国内4番目のベイコート倶楽部、ハワイの名門カハラホテルの海外初進

出に対し、多くのお客様にお越しいただき今を迎えております。 

しかしながら11月12月と徐々に感染拡大が広がっていくにつれ、Gotoトラベルの

中止に加えて、緊急事態宣言の発出、解除、さらなる発出と大変大きく環境に左右

される状態が続いております。 

そこで我々はまずなんといっても、感染拡大防止対策が一番ととらえ、会員制ホ

テルとしての「お客様をお守りするプライベート空間」、「安心安全なホテル運営」

を実践すべく、強みである当社グループ「ミッドタウンクリニック」の医療関係者

の対策指導・支援を仰ぎながら状況に応じて対策を強化して参りました。 

密を避けるための対策において、お部屋でのチェックイン、チェックアウトを行

う「ノンストップチェックイン、ノンストップチェックアウト」や、当社のポイン

トクラブアプリを用いたスマホで決済可能な「スマートチェックイン、チェックア

ウト」の導入に加え、レストランにおいては、席配置の工夫や、個室を優先的に使



用し、「CO2センサー」や「空気清浄機」、「アクリル板」などの設置を行い、「ダ

チョウ抗体」や「低濃度オゾン」を使ったウイルス対策も講じております。 

そしてさらに、このような時期にお越しいただけるお客様に安心安全に過ごして

頂けるように、お部屋にてレストランさながらのお食事や空間を提供する、「プラ

イベートルームダイニング」を実施し、さらに「インルームダイニング」や、「テ

イクアウトメニュー」の充実、「ロングスティ」等の充実を図りご満足頂けるよう

なサービスも行っております。 

その他、安心安全なホテル運営においての施策は常にアップデートしていけるよ

う努めております。 

会員様やステークホルダーの皆様にご理解ご協力のご支援を賜りながら、現在は

コロナ禍前の稼働状況にまで戻ってきております。 

今後につきましても、ホスピタリティサービスはもちろんのこと、会員様あって

のリゾートトラストグループとして、今まで以上に会員様を大切に思い、会員様に

「会員になって本当によかった」と思っていただけるよう、さらにお客様に寄り添

ったホテル運営に努めて参ります。 

 

 

２ メディカル本部の新型コロナウイルス感染症対策について 

 

新型コロナウイルス対策として、PCR検査等体制とワクチン接種推進、2つの点か

らご報告いたします。 

まず、PCR検査等体制については、検査会社との提携拡大、及び東京ミッドタウ

ンクリニックでの自社検査施設の設置を進め、会員様、介護施設のご入居者様、従

業員向けの検査を、随時かつ迅速に実施しております。特に23か所のシニアライフ

施設においては、昨年12月以来、職員への月1回の定期的なPCR検査を実施し、感染

リスクの低減と介護サービスの両立を図っております。 

また、ワクチン接種については、27か所のグループ医療機関において、1303人の

医療従事者向け優先接種を終えております。現在は、介護施設のご入居者様、及び

従業員向けの接種を進めており、7月までに完了する予定となっております。これ

らの取組みにより、メディカル施設、シニアライフ施設ともに、お客様に安心・安

全な環境でご利用いただけるような環境整備を進めております。加えまして、リゾ

ートトラストグループ従業員など約１万人を対象とした職域接種についても、グル

ープ医療機関の医療従事者の協力を得て、鋭意進めてまいるとともに、要請をいた

だいた企業様の職域接種への協力を進め、一日も早いコロナ禍の収束に貢献してま

いる所存です。 

このように、ワクチン接種ははじまっておりますが、まだまだ先行き不透明、最



後まで油断せず安全安心を追求すると共に、アフターコロナのニューノーマルにお

いて、グループ力を結集し、新しいスタンダードを創り上げてまいります。 

 

当社グループにおける、ＳＤＧｓの取り組みについて 

（以下、末尾参考資料①に基づくご説明） 

リゾートトラストグループでは、持続可能な事業と社会の発展に向け様々な取り

組みを実施しております。3月には会員の皆様、従業員向けにアンケートを行い、

改めて重点課題を特定、部門横断の実行プロジェクトを立ち上げました。これらに

つきましては、弊社サイトにて公開しておりますので、是非ご覧ください。また、

メディカル部門においては、「がんで大切な人を失くさない社会」「人生１００年

時代の健康長寿」を目指し、予防、早期発見、早期治療による健康寿命の延伸への

取組みを強化、加えて、「働く女性の健康を支える」フェムテック事業にも取り組

んでおり、本プロジェクトを中心に更に積極的に推進してまいります。 

 

今年度から三年計画として新たに打ち出した中期経営計画について 

（以下、末尾参考資料②に基づくご説明） 

今回、中期経営計画がローリングに至った原因は主に２つです。１つはコロナ禍

において開発スケジュール他、様々な見直しを行いました。特に一般ホテル、シニ

アレジデンスについては、全面的にビジネスモデル見直しを行っています。もう一

つは会計方針変更による収益認識基準の変更によるものです。これによりメディカ

ル事業において、今年度は一時的に成長が鈍化するものの、以降は更に安定した成

長が見込める形となっています。 

 この中期経営計画では、グループアイデンティティすべての基本に、まずは顧客

の拡大、マーケット、チャネル、全ての戦略面などアフターコロナにおける新たな

展開を図ります。そしてグループ付加価値の最大化を目指し、一生涯のお付き合い

やお客様ご本人だけでなく、ご家族や従業員の方々にまで広く、付加価値を提供し

ていくことにより、唯一無二のグループを目指してまいります。 

 本総会開始前にVTRも流れていたかと思いますが、これがまさに今月に発売開始

された、新商品、「サンクチュアリコート高山 アートギャラリーリゾート」でご

ざいます。施設グレードはベイコート同様最高レベル、ニューノーマルに適応した、

ディスティネーションホテルとして館内、お部屋でごゆっくり滞在していただける

ことは勿論、ミシュランで3つ星の美術館と融合するなど、ソフトも充実の新商品

となっています。またシステム面もバージョンアップされており、今後はこのサン

クチュアリコートを中心に展開してまいります。 

 この中期計画では、来年に関西物件、再来年に関東物件、年一拠点ずつ開発でき

るよう進めることにより安定した成長を実現していきます。本中計最終年度におい



ては過去最高水準の売上、利益、そして過去最高の配当額を見込んでおります。 

 

第１号議案の剰余金の配当に関連して、今期大幅な損失を計上した経営陣の責任と

役員報酬について 

配当につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響がリゾートホテル運営に

まで拡大し、新型コロナウイルス感染症が未だ終息せず、経済の見通しが不透明で

あることから、経営の健全性確保のため、やむなく、第48期中間配当と同じく15円

とさせていただく結果、第47期の年間配当と比較し、10円の減配の提案をさせて頂

いております。 

もちろん経営としましても、この事態を重く受け止め、全社一丸となってこの重

大局面を乗り越えるべく、昨年ご説明させていただきましたように、2020年4月よ

り役員報酬の返上による一部減額を実施し、2020年7月からは更なる減額を実施い

たしました。 

新型コロナウイルス感染症の影響がいつまで続くのか不透明な状況ではありま

すが、株主の皆様のご期待に応えられますよう、一同邁進してまいりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

取締役個人別の報酬の決定手続について 

当事業年度においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役ファウンダー伊

藤與朗及び代表取締役会長伊藤勝康が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決

定しております。 

その権限の内容は、各取締役の個人別の基本報酬の額の決定であり、当該権限を

委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を

行うには代表取締役が最も適しているからであります。 

そして、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役が上

記委任に基づき取締役の個人別の報酬の内容を決定するに際しては、予め、独立社

外取締役を過半数とする報酬諮問委員会にて原案を諮問して、答申を得るものと

し、当該答申の内容を尊重して個人別の報酬を決定することとしております。 

以上 
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